
摂
関
家
藤
原
氏
の
全
盛
期
を
生
き
た
藤
原
道
長
に
よ
っ
て
寛
仁
三
年
（
一
○

一
九
）
か
ら
造
営
が
始
め
ら
れ
た
法
成
寺
に
は
、
阿
弥
陀
堂
（
無
量
寿
院
）
以

下
、
三
昧
堂
・
十
斎
堂
・
西
北
院
・
金
堂
・
五
大
堂
・
薬
師
堂
な
ど
多
数
の
壮

麗
な
堂
舎
が
、
方
二
町
の
敷
地
内
に
次
々
に
営
ま
れ
て
い
っ
た
。
残
念
な
が

ら
、
そ
の
後
の
転
変
に
よ
っ
て
、
建
物
、
仏
像
、
庭
園
等
、
こ
の
寺
に
あ
っ
た

す
べ
て
の
物
は
今
や
地
上
に
姿
を
と
ど
め
て
は
い
な
い
。
が
、
幸
い
に
も
当
寺

に
関
し
て
は
比
較
的
豊
富
な
文
献
史
料
が
遣
り
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
従
来
か

ら
、
多
数
の
堂
塔
の
配
置
復
元
が
試
ふ
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
諸
堂
宇
の
造
営
に

具
現
さ
れ
た
建
立
主
体
者
藤
原
道
長
そ
の
人
の
信
仰
の
様
相
も
論
じ
ら
れ
て
き

（
１
１
）

て
い
る
。

そ
の
所
説
の
一
々
に
つ
い
て
は
改
め
て
こ
こ
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
小
稿
で

は
ま
ず
、
法
成
寺
中
の
多
数
の
堂
舎
の
う
ち
、
五
大
堂
な
る
建
物
に
注
目
す
る

こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。

五
大
堂
と
は
、
改
め
て
申
す
ま
で
も
な
く
、
五
大
明
壬
（
五
大
尊
と
も
）
す

一
法
成
寺
の
五
大
堂

怨
霊
の
幻
影

’
’
五
大
堂
と
摂
関
家
藤
原
氏
１
１

な
わ
ち
不
動
・
降
三
世
・
軍
茶
利
・
大
威
徳
・
金
剛
夜
叉
の
各
明
王
を
安
置
す

る
堂
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
尊
の
安
置
に
つ
い
て
は
、
不
動
明
王
を
中
央
に
し

て
、
他
の
四
明
王
を
四
隅
ま
た
は
四
方
に
配
す
る
場
合
と
、
不
動
明
王
の
左
右

に
二
尊
ず
つ
を
配
す
る
場
合
と
に
大
別
さ
れ
、
か
つ
、
文
献
等
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
実
例
に
即
せ
ぱ
、
諸
尊
の
位
置
に
つ
い
て
も
様
々
の
場
合
が
あ
っ
た
よ
う

（
◎
凸
）

で
あ
る
。

さ
て
法
成
寺
の
場
合
、
五
大
堂
は
金
堂
と
共
に
治
安
二
年
（
一
○
二
二
）
七

月
に
落
成
、
同
月
十
四
日
に
御
斎
会
に
准
じ
た
盛
大
な
供
養
法
会
が
営
ま
れ

た
。
そ
の
規
模
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
部
に
は
「
彩
色
二
丈
不

（
３
）

動
尊
、
一
丈
六
尺
四
大
尊
」
が
安
置
さ
れ
、
『
栄
花
物
語
』
に
は
「
仏
を
見
奉

れ
ば
、
降
三
世
・
軍
陀
利
は
立
ち
給
へ
り
。
大
威
徳
・
金
剛
夜
叉
・
不
動
尊

（
４
詮
）

は
、
奥
の
方
に
居
さ
せ
給
へ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
は
こ
の
法
成
寺
五
大
堂
に
関
し
て
は
「
密
教
系
統
の
も

の
」
（
肥
後
和
男
氏
）
、
「
密
教
関
係
の
堂
舎
」
（
家
永
三
郎
氏
）
、
「
密
教
系
統

の
も
の
」
な
い
し
「
密
教
的
性
格
」
の
堂
舎
（
逵
日
出
典
氏
）
、
「
密
教
の
系
統

に
属
す
る
」
（
藤
本
佳
男
氏
）
な
ど
と
い
う
性
格
分
類
が
な
さ
れ
た
上
で
、
寺

竹
居
明
男

一
一
一
一
一



内
の
他
の
諸
堂
宇
と
の
関
係
、
ひ
い
て
法
成
寺
伽
藍
の
全
体
像
に
し
め
る
位
置

づ
け
が
論
じ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
い
ま
少
し
踏
永
こ
ん
だ
論
及
が
不
足
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

具
体
的
に
い
う
と
、
右
の
五
大
堂
の
建
立
目
的
に
つ
い
て
、
供
養
願
文
中
に

明
記
さ
れ
て
い
る

（
反
Ｊ
）

為
し
降
二
家
門
成
し
怨
之
怨
霊
・

と
い
う
一
節
の
も
つ
思
想
史
的
意
味
が
ｌ
こ
の
一
節
そ
の
も
の
は
注
（
１
）

記
載
の
諸
先
学
の
多
く
に
よ
っ
て
引
用
ま
た
は
言
及
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
Ｉ
Ｉ
な
お
充
分
に
は
注
意
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

管
見
の
限
り
で
は
、
前
記
諸
先
学
の
中
で
、
家
永
三
郎
氏
が
右
の
一
節
に
つ

い
て
「
具
体
的
に
は
悪
霊
左
府
顕
光
父
娘
を
対
象
と
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
」
と

マ
マ

述
べ
ら
れ
、
ま
た
藤
本
佳
男
氏
が
「
こ
の
怨
霊
と
は
、
藤
原
顕
密
の
娘
延
子
で

あ
る
こ
と
は
『
小
右
記
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
察
で
き
る
」
と

記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

現
存
史
料
に
よ
る
限
り
は
、
願
文
中
の
「
怨
霊
」
が
具
体
的
に
意
味
す
る
も

の
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
私
じ
し
ん
は
右
二
氏

の
よ
う
に
、
特
定
の
一
人
な
い
し
二
人
の
人
物
の
そ
れ
に
必
ら
ず
し
も
限
定
し

て
考
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
み
じ
く
も
藤

、
、
、
、
、

本
佳
男
氏
が
別
の
箇
所
で
は
「
種
々
の
亡
霊
に
悩
ま
さ
れ
た
道
長
」
、
ま
た

、
、
、
、
、

「
道
長
に
す
れ
ば
、
彼
の
一
門
繁
栄
の
た
め
に
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
の
怨
霊
を

仏
力
に
よ
っ
て
調
伏
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
」
（
傍
点
は
竹

居
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
は
寛
仁
二
年
（
一

○
一
八
）
閏
四
月
に
藤
原
道
長
が
病
気
に
な
っ
た
時
の
一
連
の
経
過
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
時
、
道
長
に
と
り
つ
い
た
邪
気
は
、
当
初
は
二
条
相

府
（
藤
原
道
兼
）
の
霊
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
た
が
、
同
年
五
月
初
め
の
平
復

（
６
）

時
に
は
、
三
条
院
御
霊
の
所
為
と
の
う
わ
さ
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
例
を
も
っ
て
し
て
も
、
願
文
中
の
「
怨
霊
」
が
必
ら
ず
し
も
特
定

の
、
ま
た
、
ご
く
少
数
の
そ
れ
に
限
定
し
え
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
と
同
時

に
、
他
方
で
は
、
法
成
寺
の
場
合
、
五
大
堂
が
単
な
る
〃
密
教
系
堂
舎
〃
と
い

う
分
類
以
上
の
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
推
察
に
か
た
く

（
【
’
ｊ
）

な
い
。
も
と
よ
り
「
真
言
衆
徒
等
申
云
、
（
中
略
）
五
大
尊
是
調
服
像
也
」
と

さ
れ
、
総
じ
て
一
切
の
諸
魔
を
降
伏
し
う
る
五
大
明
王
で
あ
る
か
ら
に
は
、
あ

る
意
味
で
は
当
然
と
も
言
え
る
が
、
そ
の
〃
諸
魔
〃
の
中
で
、
と
く
に
怨
霊
の

崇
り
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
際
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。ち

な
承
に
同
様
な
建
立
目
的
を
明
言
し
て
い
る
五
大
堂
の
例
は
、
さ
ら
に
後

の
も
の
な
が
ら
洛
東
白
河
の
法
勝
寺
に
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
五
間
四
面
瓦
葺

の
規
模
で
、
彩
色
二
丈
六
尺
の
不
動
明
王
と
丈
六
の
四
大
尊
が
安
侭
さ
れ
、

へ
。
◎
）

「
降
二
伏
悪
魔
一
、
消
二
散
怨
霊
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
さ
ぎ
に
寛
仁
二
年
閨
四
月
時
の
道
長
の
病
気
に
ふ
れ
た
が
、
な

お
一
層
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
時
、
大
納
言
藤
原
公
任
が
、
按
察
使
大
納
言
藤

原
斉
信
の
言
と
し
て
、
『
小
右
記
』
筆
者
小
野
宮
実
資
に
「
御
修
法
一
壇
甚
無

（
Ｑ
Ｊ
）
、
、
、

力
由
」
を
伝
え
、
そ
の
結
果
、
五
壇
法
が
修
さ
れ
て
道
長
が
平
復
を
得
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
五
壇
法
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
五
大
明
王
の
壇
を
連
ね
て
同

（
畑
）

時
に
修
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
、
法
成
寺
五
大
堂
と
の
つ
な
が
り
を
看

取
し
う
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
時
の
五
壇
法
の
道

場
は
、
そ
の
時
期
か
ら
し
て
も
当
然
な
が
ら
法
成
寺
の
五
大
堂
で
は
な
か
っ

た
。

一

一

四



で
は
、
ど
こ
か
。
『
御
堂
関
白
記
』
『
小
右
記
』
『
左
経
記
』
な
ど
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
そ
の
場
所
こ
そ
道
長
の
曽
祖
父
忠
平
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
法
性
寺

の
中
の
五
大
堂
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
五
大
堂
は
、
そ
の
時
か

ら
約
十
年
余
り
前
に
、
や
は
り
藤
原
道
長
じ
し
ん
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の

な
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
項
を
改
め
て
次
に
法
性
寺
の
五
大
堂
に
つ
い
て
述
べ

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
法
性
寺
の
五
大
堂

Ｂ
藤
原
道
長
造
営
の
五
大
堂

（
皿
）

京
都
盆
地
の
東
南
、
稲
荷
山
の
北
方
に
広
大
な
寺
域
を
誇
っ
た
法
性
寺
に
、

藤
原
道
長
が
五
大
堂
を
建
立
し
は
じ
め
た
の
は
寛
弘
二
年
（
一
○
○
五
）
十
二

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

法
性
寺
に
は
、
創
建
以
後
、
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
四
月
十
三
日
に
僧
房
に

火
あ
り
（
『
日
本
紀
略
』
）
、
ま
た
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
三
月
三
十
日
に
も
火

災
が
あ
っ
た
（
『
大
日
本
史
料
』
。
以
下
、
単
に
『
史
料
』
と
略
記
す
る
）
。
し

か
し
、
後
者
の
火
災
も
、
法
性
寺
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
の
後
の
史
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
道
長
の
日
記
『
御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
当
寺
の
記
事
は
長
保
六
年
（
寛

弘
元
年
。
一
○
○
四
）
二
月
十
九
日
条
の
修
理
巡
見
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
以
後
、
小
野
宮
実
資
の
日
記
『
小
右
記
』
な
ど
も
併
せ
見
る

と
、
道
長
の
た
び
た
び
の
当
寺
参
詣
と
時
期
的
に
平
行
し
な
が
ら
、
五
大
堂
造

営
の
経
過
を
次
の
よ
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

長
保
六
年
（
寛
弘
元
年
、
一
○
○
四
）
五
月
十
三
日
、
礼
堂
作
料
に
国
用

位
記
を
作
ら
せ
る
。

寛
弘
二
年
（
一
○
○
五
）
六
月
三
十
日
、
御
願
堂
造
作
料
の
こ
と
を
定
め

る
。

同
年
十
二
月
二
十
一
日
、
五
大
堂
安
置
仏
を
造
り
始
め
る
。

寛
弘
三
年
（
一
○
○
六
）
七
月
二
十
七
日
、
五
大
堂
上
棟
。

同
年
八
月
七
日
、
五
大
尊
を
新
堂
に
遷
す
。

同
年
十
月
二
十
五
日
、
五
大
尊
開
眼
供
養
。
（
た
だ
し
、
こ
の
時
の
開
眼

は
五
大
尊
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
）

同
年
十
二
月
二
十
六
日
、
五
大
堂
供
養
。
（
五
大
尊
も
こ
の
時
同
時
に
開

眼
供
養
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
）

こ
の
五
大
堂
の
規
模
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
堂
内
に
安
置
さ
れ
た
五
大
明
王

は
丈
六
の
大
き
さ
で
、
い
ま
東
福
寺
山
内
同
聚
院
に
現
存
し
て
い
る
不
動
明
王

坐
像
（
像
高
二
六
五
セ
ン
チ
）
は
、
当
初
の
一
具
像
の
う
ち
の
中
尊
に
相
当
す

る
と
の
説
が
有
力
で
あ
る
。

さ
て
、
右
に
ゑ
た
一
連
の
経
過
か
ら
、
道
長
は
す
で
に
長
保
六
年
に
は
法
性

寺
の
堂
宇
の
修
理
に
意
を
注
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
実
際
に
五
大
尊
、

五
大
堂
の
造
立
を
始
め
た
翌
寛
弘
二
年
は
、
ち
ょ
う
ど
道
長
四
十
歳
の
年
に
あ

た
っ
て
い
た
。
こ
の
年
六
月
に
は
前
半
の
半
月
間
病
気
の
た
め
に
参
内
し
な
い

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
十
二
月
に
は
四
十
の
賀
を
迎
え
、
そ
の
直
後
の
造
営
開
始

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
ま
ず
第
一
に
注
意
さ
れ
る
。

道
長
の
五
大
堂
造
営
が
、
恐
ら
く
病
気
の
体
験
や
、
一
見
そ
れ
と
は
対
照
的

に
承
え
る
賀
算
が
あ
っ
た
の
と
同
じ
年
で
あ
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
藤

原
忠
平
の
場
合
を
先
齪
と
し
て
い
る
と
ゑ
ら
れ
る
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
し
、

ま
た
道
長
じ
し
ん
の
、
こ
の
五
大
堂
へ
の
そ
の
後
の
篤
い
崇
敬
の
様
相
と
も
関

連
し
て
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

一

一

五



す
な
わ
ち
堂
供
養
の
翌
寛
弘
四
年
二
月
に
は
五
大
尊
法
が
さ
っ
そ
く
に
行
な

わ
れ
（
五
日
結
願
）
、
ま
た
同
五
年
二
月
十
三
日
以
後
、
当
寺
へ
の
参
詣
、
な

い
し
修
一
壹
修
二
月
、
宿
泊
が
『
御
堂
関
白
記
』
や
『
小
右
記
』
に
散
見
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
と
く
に
五
大
堂
と
の
関
わ
り
が
明
示
さ
れ
て
い
る
史
実
だ

け
で
も
、
以
下
の
よ
う
に
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

寛
弘
七
年
（
一
○
一
○
）
閏
二
月
一
日
、
五
大
堂
修
二
月
の
た
め
参
詣
。

、
、
、
、
、

長
和
二
年
（
一
○
一
三
）
八
月
十
四
日
’
二
十
日
、
病
気
に
よ
り
法
性
寺

内
に
と
ど
ま
り
、
五
大
尊
法
を
修
す
。
こ
の
と
き
彰
子
・
娚
子
・
倫

子
・
頼
通
・
教
通
ら
道
長
の
子
息
や
妻
が
立
願
し
て
五
大
尊
画
像
を

新
た
に
制
作
、
こ
れ
を
五
大
堂
南
堂
の
北
廟
に
懸
け
た
。

、
、
、

同
年
十
二
月
十
六
日
、
五
大
堂
に
て
十
斎
仏
の
う
ち
三
体
（
等
身
）
を
供

養
。

長
和
四
年
（
一
○
一
五
）
十
二
月
二
十
六
日
、
太
政
官
が
五
大
堂
に
て
道

、
、
、
、

長
五
十
の
賀
の
法
会
を
修
す
。

、
、
、
、
、

寛
仁
二
年
（
一
○
一
八
）
閨
四
月
十
六
日
’
二
十
九
日
、
病
気
に
よ
り
五

大
堂
参
籠
。
こ
の
間
に
五
壇
法
を
修
す
。

寛
仁
三
年
（
一
○
一
九
）
正
月
二
十
五
日
、
五
大
堂
に
て
修
正
月
あ
り
。

、
、

寛
仁
四
年
（
一
○
二
○
）
七
月
二
十
七
日
、
耀
病
に
か
か
っ
た
関
白
内
大

臣
頼
通
と
共
に
五
大
堂
参
籠
。
同
月
二
十
九
日
よ
り
七
日
間
御
修
法

あ
り
。

、
、
、
、
、

、
、
、

同
年
八
月
二
十
九
日
、
病
気
に
よ
り
五
壇
法
を
修
せ
し
め
る
も
、
病
再
発

に
よ
り
結
願
延
引
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
五
大
堂
な
い
し
修
五
壇
法
が
病
気
と
賀
算
と
に
深
く
結
び
つ

（
皿
）

い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
し
、
前
述
し
た
二
条
相
府
道
兼
も
し
く
は
三
条
院

の
怨
霊
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
右
の
う
ち
の
寛
仁
二
年
閏
四
月
度
の
そ
れ
で

あ
っ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
寛
仁
四
年
度
の
頼
通
の
病
気
の

（
旧
）

と
き
に
も
「
御
物
気
等
」
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。

そ
し
て
、
右
に
掲
げ
た
最
後
の
修
五
壇
法
の
直
後
の
寛
仁
四
年
十
月
十
五
日

に
道
長
は
新
た
な
五
大
尊
の
造
像
を
発
願
。
こ
の
像
が
安
置
さ
れ
た
堂
こ
そ
冒

頭
に
述
べ
た
法
成
寺
の
五
大
堂
な
の
で
あ
り
、
法
性
寺
五
大
堂
の
機
能
は
、
こ

こ
に
法
成
寺
の
そ
れ
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
体
の
み
造

像
さ
れ
た
十
斎
仏
に
関
し
て
、
法
成
寺
内
に
も
新
た
に
十
斎
堂
が
営
ま
れ
、
道

（
Ｍ
）

長
の
信
仰
生
活
に
重
き
を
な
し
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
点
に
併
せ
て
注
目
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
や
や
後
世
の
史
料
な
が
ら
、
知
足
院
関
白
藤
原
忠
実

の
談
話
を
筆
録
し
た
『
中
外
抄
』
下
巻
に
も

同
月
（
仁
平
四
年
六
月
ｌ
竹
居
注
）
十
二
日
、
朝
仰
云
、
魔
事
有
ル
人
〈

奉
造
五
大
尊
、
其
腹
中
二
大
般
若
ヲ
奉
籠
天
奉
祈
之
時
、
魔
事
去
云
々
。

法
性
寺
五
大
堂
、
法
成
寺
五
大
堂
、
如
此
云
々
。
但
此
事
雛
聞
、
右
府
入

道
宗
忠
之
説
、
未
奉
故
殿
仰
也
。

（
咽
）

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
法
性
・
法
成
両
寺
の
五
大
堂
本
尊
に
、
独
自
の
性
格
が

共
通
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
の
で
あ

ヲ
（
》
。

こ
う
し
て
道
長
造
営
の
法
性
寺
五
大
堂
に
、
同
じ
道
長
の
造
営
に
な
る
法
成

寺
の
そ
れ
に
も
連
続
す
る
面
が
あ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
く
、
な
お
言

え
ば
法
性
寺
五
大
堂
に
参
籠
経
験
の
あ
る
頼
通
に
関
し
て
も
、
後
に
彼
に
よ
っ

て
造
営
さ
れ
た
宇
治
の
平
等
院
内
に
五
大
堂
が
建
立
さ
れ
た
事
実
を
看
過
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
現
存
す
る
阿
弥
陀
堂
（
鳳
凰
堂
）
の
盛
名
の
ゆ

え
に
や
や
も
す
れ
ば
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
頼
通
の
晩
年
期
（
頼
通
は
承

一
一
｛
ハ



保
元
年
八
一
○
七
四
Ｖ
、
八
十
三
歳
で
没
）
の
治
暦
二
年
（
一
○
六
六
）
十
月

十
三
日
に
、
頼
通
の
息
右
大
臣
師
実
に
よ
っ
て
五
大
堂
が
建
立
供
養
を
み
て
い

る
の
で
あ
る
（
『
扶
桑
略
記
』
『
百
錬
抄
』
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
）
。

以
上
、
道
長
造
営
の
法
性
寺
五
大
堂
を
拠
点
に
、
後
の
時
代
に
連
続
す
る

Ｉ
も
と
よ
り
摂
関
家
藤
原
氏
を
縦
糸
に
し
た
１
面
を
み
て
き
た
が
、
次
に

は
そ
の
逆
に
、
前
代
と
の
つ
な
が
り
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
際
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
法
性
寺
に
お
け
る
道
長
の
五
大
堂
造
営
に

関
連
し
て
次
の
よ
う
な
事
情
が
存
し
た
点
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

法
性
寺
座
主
僧
都
来
云
（
中
略
）
法
性
寺
先
朱
雀
院
御
堂
未
有
造
華
、

是
則
根
本
御
願
、
無
造
料
之
由
申
左
府
、
被
奏
下
爵
、
不
足
猶
多
、
価
加

、
、
、
、
、
、
、
、
、

貞
信
公
一
門
納
言
以
上
一
国
俸
料
之
定
、
縁
海
国
御
捧
料
官
符
、
若
美
乃

国
官
符
被
寄
給
乎
者
、
答
可
従
定
由
了
。
（
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
五
月
十

七
日
条
。
傍
点
は
竹
居
）

美
乃
俸
料
官
符
、
送
法
性
寺
座
主
院
源
僧
都
許
、
法
性
寺
御
願
堂
礼
堂
作

料
也
織
跡
左
府
御
定
、
則
是
彼
僧
都
先
日
所
来
、
触
貞
信
公
一
門
納
言

以
上
国
俸
料
可
宛
彼
造
作
料
者
、
価
所
施
入
也
。
（
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年

六
月
三
十
日
条
）

す
な
わ
ち
右
の
記
事
か
ら
、
法
性
寺
内
の
朱
雀
院
御
願
堂
造
作
料
と
し
て
貞
信

公
忠
平
の
一
門
の
納
言
以
上
の
国
俸
料
の
内
を
以
て
充
て
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
、
実
資
は
御
願
堂
の
礼
堂
の
作
料
と
し
て
美
濃
国
俸
料
の
官
符
を
院
源
（
法

性
寺
座
主
）
に
送
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

朱
雀
院
の
〃
御
願
堂
″
に
つ
い
て
は
、
他
に
藤
原
師
輔
の
日
記
『
九
暦
』
の

天
暦
二
年
（
九
三
九
）
四
月
二
十
三
日
条
に

法
性
｛
莪
是
殿
下
建
立
道
場
也
。
而
上
皇
天
下
間
去
承
平
年
中
立
御
願
堂

（
”
）

二
宇
為
御
願
寺
。

と
あ
る
記
事
し
か
知
ら
れ
ず
、
福
山
敏
男
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
承
平
年
間

に
で
き
た
朱
雀
天
皇
の
御
願
堂
に
礼
堂
を
付
加
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
は

天
徳
火
災
（
前
述
Ｉ
竹
居
注
）
後
の
復
旧
工
事
の
こ
と
か
、
よ
く
わ
か
ら
」

ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
も
、
道
長
造
営
の
五
大
堂
本
尊
の
開
眼
供
養

へ
叩
）

が
行
な
わ
れ
た
寛
弘
三
年
十
月
二
十
五
日
と
同
日
に
「
春
宮
大
夫
堂
供
養
」
す

な
わ
ち
道
長
の
異
母
兄
道
綱
の
堂
の
供
養
が
、
ま
た
翌
寛
弘
四
年
十
二
月
十
日

へ
肥
）

に
は
内
大
臣
公
季
（
道
長
の
叔
父
）
の
堂
（
『
権
記
』
に
は
「
三
昧
堂
」
）
の
供

養
も
あ
り
、
結
局
、
寛
弘
三
年
十
月
Ｉ
同
四
年
十
二
月
の
一
年
間
余
り
に
三
つ

の
堂
が
あ
い
つ
い
で
供
養
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
間
の
事
情
は
一
層

錯
綜
し
た
様
相
を
呈
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
時
期
的
な
関
係
か
ら
推
し
て
も
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
五
大

堂
が
、
朱
雀
院
の
〃
御
願
堂
刈
と
決
し
て
無
関
係
で
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
、
も

っ
と
積
極
的
な
つ
な
が
り
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

こ
に
図
ら
ず
も
、
前
代
と
の
連
続
を
考
え
る
べ
き
新
た
な
拠
点
と
し
て
、
朱
雀

天
皇
と
藤
原
忠
平
（
法
性
寺
の
創
建
者
）
の
名
が
う
か
ん
で
き
た
わ
け
で
、
以

下
、
話
題
は
法
性
寺
創
建
前
後
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。

。
藤
原
忠
平
造
営
の
五
大
堂

法
性
寺
は
、
藤
原
忠
平
に
よ
っ
て
創
建
を
ゑ
た
も
の
で
、
摂
関
家
藤
原
氏
の

造
寺
の
一
例
と
し
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
共
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
忠
平
没

後
も
、
歴
代
の
藤
原
氏
一
門
の
人
灸
の
厚
い
崇
敬
を
う
け
て
い
た
点
で
も
、
平

安
中
ｌ
後
期
の
文
化
史
・
思
想
史
上
か
ら
も
っ
と
注
意
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
と
は
言
い
な
が
ら
、
し
か
し
法
性
寺
の
歴
史
は
、
そ
の
発
端

一

一

七



か
ら
し
て
詳
し
い
事
情
は
現
存
史
料
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

ヲ
（
》
Ｏ

確
実
な
史
料
に
お
け
る
法
性
寺
の
初
見
は
、
創
建
者
じ
し
ん
の
日
記
『
貞
信

公
記
』
廷
長
二
年
（
九
二
四
）
二
月
十
日
条
の

（
”
）

参
法
性
寺
、
始
聴
鐘
音
。
家
及
公
卿
家
人
等
行
小
調
調
、
九
度
。

で
あ
る
こ
と
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
当
寺
の
創
建
時
期

は
「
延
長
二
年
」
（
西
田
直
二
郎
氏
）
、
あ
る
い
は
「
そ
の
頃
、
す
で
に
法
性
寺

は
造
営
さ
れ
て
い
た
」
（
杉
山
信
三
氏
）
と
解
さ
れ
、
近
時
で
は
、
右
掲
記
事

の
後
の
関
連
記
事
を
も
参
照
し
て
、
福
山
敏
男
氏
が
「
延
長
二
年
当
時
は
造
寺

の
工
事
が
か
な
り
す
す
み
、
な
お
も
進
行
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た

が
っ
て
造
寺
の
開
始
は
、
お
そ
く
と
も
そ
の
前
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

本
堂
と
そ
の
本
尊
が
造
ら
れ
た
の
は
延
長
元
年
を
降
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ

る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

私
も
結
論
的
に
は
、
福
山
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
延
長
元
年
（
九
二
三
）
法

性
寺
創
建
説
を
支
持
し
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
従
来
注
意
さ
れ
て
い
な
い

史
料
で
あ
る
前
田
家
本
『
西
宮
記
』
巻
十
二
、
臨
時
已
、
凶
事
太
子
莞
事
の

裏
書
の、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

延
長
元
三
（
中
略
）
廿
七
、
葬
法
性
寺
後
山
、
其
夕
未
発
、
上
野
太
守
親

王
於
宮
南
殿
上
、
読
哀
冊
宣
命
、
右
大
将
定
方
朝
臣
読
論
策
宣
命
、
諭
日

（
”
）

文
献
彦
太
子
、
（
傍
点
は
竹
居
）

と
い
う
記
事
を
提
示
し
た
い
。
こ
の
記
事
は
、
実
は
醍
醐
天
皇
の
皇
子
重
明
親

（
皿
）

王
の
日
記
『
吏
部
王
記
』
の
逸
文
で
あ
っ
て
、
後
の
引
用
に
あ
た
っ
て
の
遡
称

で
な
け
れ
ば
、
「
法
性
寺
」
の
称
は
１
１
寺
の
実
態
は
と
も
か
く
ｌ
確
実
に

延
長
元
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
私
は
、
法
性
寺
の
草
創
は
「
延
長
」
へ
の
改
元
が
行
な
わ
れ

た
剛
四
月
十
一
日
の
こ
と
）
年
と
同
年
の
こ
と
で
あ
り
ｌ
あ
え
て
言
に
、

え
ば
改
元
そ
の
も
の
と
、
あ
る
意
味
で
密
接
に
か
か
わ
っ
て
お
り
ｌ
、
同
時

に
、
右
の
『
吏
部
王
記
』
逸
文
中
の
「
法
性
寺
後
山
」
に
葬
ら
れ
た
人
物
が
、

文
献
彦
太
子
こ
と
皇
太
子
保
明
親
王
で
あ
っ
た
事
実
に
も
注
意
を
促
し
て
お
き

た
い
と
思
う
。

も
う
一
つ
、
法
性
寺
草
創
当
初
に
う
か
が
え
る
注
目
す
べ
き
史
実
と
し
て
、

や
は
り
『
貞
信
公
記
』
延
長
二
年
六
月
二
十
五
日
条
の

等
身
木
像
観
音
可
奉
造
事
、
云
送
意
師
所
、

を
も
あ
げ
て
お
き
た
い
。
前
後
関
係
か
ら
ゑ
て
、
こ
の
時
の
造
像
も
法
性
寺
の

い
ず
れ
か
の
堂
の
も
の
と
承
ら
れ
る
が
、
こ
の
中
の
「
意
師
」
と
は
尊
意
贈
僧

正
の
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
法
性
寺
の
草
創
に
尊
意
そ
の
人
も
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
当
然
想
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
法
性
寺
草
創
を
め
ぐ
っ
て
注
意
す
べ
き
史
実
を
ま
ず
三
点
あ
げ
た

が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
次
に
当
寺
の
伽

藍
の
様
相
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
こ
で
先
述
し
た
天
徳
二
年
の
火
災
を
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
、
そ
れ
以
前

の
法
性
寺
の
伽
藍
（
⑦
④
⑫
…
…
）
な
ら
び
に
造
像
（
③
⑥
：
：
：
）
の
様
相
を

知
る
た
め
に
各
種
の
史
料
に
所
見
す
る
年
代
順
に
要
点
を
列
記
し
て
お
く
こ
と

に
す
る
。

③
等
身
木
造
観
音
（
『
貞
信
公
記
』
延
長
二
年
六
月
二
十
五
日
条
）

⑦
南
門
（
同
右
延
長
二
年
七
月
九
日
条
）

⑥
四
菩
薩
（
造
像
開
始
。
同
右
同
日
条
）

⑨
明
王
（
造
像
開
始
。
同
右
延
長
二
年
九
月
九
日
条
）

一
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④
鐘
楼
（
同
右
延
長
二
年
九
月
十
七
日
条
）

⑥
南
堂
（
新
造
四
菩
薩
安
置
。
同
右
延
長
二
年
十
一
月
二
十
八
日
条
）

、
五
大
尊
（
同
右
延
長
三
年
三
月
八
日
条
）

④
新
造
堂
（
供
養
。
『
日
本
紀
略
』
延
長
三
年
五
月
十
八
日
条
）

④
東
堂
（
『
貞
信
公
記
』
延
長
三
年
五
月
三
十
日
条
）

″、
新
造
五
大
尊
（
同
右
延
長
三
年
八
月
十
日
条
）

④
東
堂
（
同
右
延
長
三
年
十
月
八
日
条
）

②
本
堂
（
砒
盧
遮
那
像
安
置
。
『
吏
部
王
記
』
延
長
七
年
九
月
十
七
日
条
）

＄
大
門
（
同
右
同
日
条
）

②
礼
堂
（
同
右
同
日
条
）

⑦
（
朱
雀
院
）
御
願
堂
二
字
（
承
平
年
中
建
立
。
『
九
暦
』
天
暦
二
年
四
月

二
十
三
日
条
）

、
多
宝
塔
（
金
色
普
賢
菩
薩
像
、
同
六
観
音
像
安
置
。
皇
太
后
藤
原
穏
子

八
忠
平
の
妹
Ｖ
供
養
。
『
貞
信
公
記
』
及
び
『
日
本
紀
略
』
天
慶
八

年
二
月
二
十
七
日
条
、
『
本
朝
文
集
』
巻
三
十
四
所
載
同
日
付
法
性

寺
塔
会
願
文
）

④
釈
尊
木
像
（
『
貞
信
公
記
』
天
慶
八
年
四
月
十
五
日
条
）

⑦
五
大
堂
（
同
右
天
慶
八
年
九
月
六
日
条
）

②
僧
房
一
宇
（
焼
亡
。
『
日
本
紀
略
』
天
暦
元
年
四
月
十
三
日
条
）

②
尊
勝
堂
（
『
吏
部
王
記
』
天
暦
三
年
三
月
十
五
日
条
）

②
塔
（
金
色
普
賢
菩
薩
像
、
同
観
世
音
菩
薩
像
安
置
。
勅
供
養
。
『
扶
桑
略

記
』
天
暦
八
年
二
月
二
十
一
日
条
）

以
上
は
、
各
種
の
史
料
の
所
見
の
ま
ま
に
列
挙
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
か

ら
天
徳
火
災
以
前
の
法
性
寺
伽
藍
と
安
置
仏
を
整
然
と
理
解
す
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
が
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
点
、
ま
た
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
諸

点
を
ゑ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
⑥
は
⑫
安
置
の
も
の
と
同
一
と
ゑ
て
大
過
な
か
ろ
う
。
次
に
＠
の
「
新

造
堂
」
に
つ
い
て
は
、
同
日
の
『
貞
信
公
記
』
の
記
事
内
容
か
ら
ゑ
て
、
『
日

本
紀
略
』
の
記
事
の
日
付
に
何
ら
か
の
誤
ま
り
が
あ
る
も
の
と
福
山
敏
男
氏
は

解
さ
れ
て
い
る
が
、
杉
山
信
三
氏
は
④
Ⅱ
②
ｌ
⑦
と
ゑ
て
お
ら
れ
る
。
福
山
氏

Ｉ
″

も
⑦
Ｉ
⑦
の
可
能
性
は
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
、
私
も
、
、
⑥
、
を
併
せ
ふ
る

こ
と
に
よ
っ
て
④
Ⅱ
③
は
ま
ず
確
実
で
あ
り
、
か
つ
、
日
付
の
記
載
に
誤
ま
り

が
あ
る
可
能
性
を
認
め
た
上
で
ｅ
Ⅱ
（
⑦
１
筋
）
も
な
お
捨
て
が
た
い
と
考
え

て
い
る
。
次
に
＠
は
必
ら
ず
し
も
独
立
し
た
建
物
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
堂
に

付
属
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
現
に
福
山
氏
は
そ
れ
を
本
堂
付
属
の
も
の
と

み
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
と
②
に
つ
い
て
も
福
山
氏
は
、
そ
の
内
容
の
類
似

か
ら
、
即
断
は
で
き
な
い
も
の
の
同
一
史
実
の
重
出
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も

指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
法
性
寺
草
創
か
ら
三
十
数
年
間
と
い
う
時
期
に
限
る
と
ｌ
と

り
わ
け
忠
平
が
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
に
没
す
る
ま
で
の
二
十
数
年
間
に
お
い

て
は
Ｉ
『
貞
信
公
記
』
の
記
載
の
仕
方
な
ど
を
参
照
す
る
に
つ
け
、
私
は
五

大
明
王
を
安
置
し
た
五
大
堂
が
相
当
に
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
た
も
の
と
考

え
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
五
大
堂
は
、
表
面
に
こ
そ
は
っ
き
り
と
は
現
わ
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
既
述
の
よ
う
な
法
成
寺
の
五
大
堂
、
ま
た
法
性
寺
中
の
道
長

造
営
の
五
大
堂
、
さ
ら
に
は
平
等
院
内
の
五
大
堂
と
も
連
続
す
る
性
格
を
底
流

に
も
っ
て
い
た
も
の
と
私
は
結
論
づ
け
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
以
下
に
説

明
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

忠
平
じ
し
ん
は
天
暦
三
年
八
月
十
四
日
に
没
し
、
翌
十
五
日
に
は
遺
体
が
法

一
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性
寺
に
移
さ
れ
、
十
八
日
に
同
寺
の
東
北
の
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
そ
し
て
十
月

二
日
に
は
子
の
師
輔
に
よ
っ
て
忠
平
の
た
め
の
仏
経
供
養
が
、
ま
た
翌
々
四
日

に
は
七
々
日
の
法
事
が
や
は
り
法
性
寺
に
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

当
然
な
が
ら
忠
平
と
法
性
寺
と
は
終
始
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
が
、
『
貞
信
公

記
』
以
下
の
諸
史
料
を
ひ
も
と
く
と
、
忠
平
の
法
性
寺
参
詣
な
い
し
宿
泊
は
、

ほ
ぼ
延
長
二
’
四
年
の
間
に
集
中
し
（
あ
た
か
も
草
創
当
初
の
伽
藍
造
営
工
事

と
平
行
す
る
）
、
そ
れ
以
後
は
五
十
歳
・
六
十
歳
・
七
十
歳
の
賀
算
と
の
関
係

で
法
性
寺
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち

・
五
十
の
賀

延
長
七
年
二
月
二
十
三
日
（
宇
多
法
皇
主
催
）
、
同
三
月
二
十
三
日
（
実

頼
主
催
）
、
同
九
月
十
七
日
（
師
輔
ら
子
息
四
人
主
催
）

・
六
十
の
賀

天
慶
二
年
八
月
二
十
日
（
穏
子
主
催
）
、
同
十
二
月
二
十
五
日
（
師
輔
主

催
）

・
七
十
の
賀

天
暦
三
年
三
月
十
五
日
（
師
尹
・
師
氏
主
催
）
、
同
三
月
二
十
七
日
（
貴

子
主
催
）

の
通
り
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
長
寿
に
恵
ま
れ
た
忠
平
そ
の
人
の
節
目
節
目

の
賀
算
が
法
性
寺
で
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
Ｉ
よ
り
広
い
視
野
か
ら
み

（
”
）

る
な
ら
ば
１
１
忠
平
が
そ
の
基
礎
を
実
質
的
に
築
き
あ
げ
て
き
た
摂
関
家
藤
原

氏
の
繁
栄
が
、
い
か
に
法
性
寺
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
か
を
象
徴
的
に
物
語

る
も
の
と
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
意
味
で
は
忠
平
没
後
も
、
そ
の
子
孫

一
門
の
有
力
者
と
様
々
な
形
で
法
性
寺
と
の
関
わ
り
が
承
ら
れ
た
こ
と
も
注
意

す
べ
く
、
す
で
に
西
田
直
二
郎
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
学
が
そ
れ
ら
の
点
を

詳
述
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
い
ま
は
省
略
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
述
し
た
忠
平
の
曽
孫
道
長
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
忠
平
の
執
政
時
代
も
（
形
こ
そ
違
え
）
決
し
て
平
穏
無
事
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
朱
雀
天
皇
の
摂
政
時
代
に
お
こ
っ
た
、
い

わ
ゆ
る
承
平
・
天
慶
の
乱
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
政
治
的
・
社
会
的
不
安
の
う
ち
に
見
え
か
く
れ
す
る
形
で
、
彼
の
周

辺
に
も
実
は
怨
霊
の
恐
怖
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

事
実
、
法
性
寺
に
即
し
て
み
れ
ば
、
当
寺
が
定
額
寺
に
列
せ
ら
れ
る
の
は
承

平
四
年
（
九
三
四
）
十
月
十
日
（
『
日
本
紀
略
』
）
、
そ
し
て
天
慶
三
年
（
九
四

○
）
二
月
十
八
日
に
は
「
東
西
兵
乱
」
を
「
降
伏
」
せ
ん
が
た
め
に
法
性
寺
で

（
調
）

五
壇
法
が
修
さ
れ
た
と
さ
れ
る
点
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
状
況
と
法
性
寺
と
が

決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
し
、
何
よ
り
も
ま
た
、

先
に
推
定
し
た
ご
と
く
、
延
長
元
年
と
い
う
法
性
寺
草
創
年
次
に
も
私
は
大
き

な
関
心
を
よ
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
年
延
喜
二
十
三
年
（
九
二
三
）
の
三
月
二
十
一
日
、
皇
太
子
保
明
親
王

が
二
十
一
歳
と
い
う
若
さ
で
突
然
に
没
し
た
。
そ
れ
よ
り
以
前
、
延
喜
九
年

（
九
○
九
）
四
月
四
日
に
左
大
臣
藤
原
時
平
が
三
十
九
歳
で
没
し
た
時
に
は
、

は
る
か
後
世
に
は
と
も
か
く
、
そ
の
直
後
に
は
た
し
て
菅
原
道
真
の
怨
霊
の
こ

と
が
取
沙
汰
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
現
存
史
料
に
よ
る
限
り
な
お
暖
昧
で
あ
る

が
、
こ
の
た
び
の
保
明
親
王
の
没
時
に
は
、
こ
れ
が
菅
公
の
怨
霊
の
な
す
と
こ

ろ
と
み
ら
れ
た
の
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
証
拠
に
翌
四
月
二
十
日
に
は

道
真
の
本
官
右
大
臣
を
復
し
て
正
二
位
を
追
贈
、
か
つ
昌
泰
四
年
の
左
降
の
宣

命
が
焼
却
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
閏
四
月
十
一
日
に
は
延
長
へ
の
改
元
を
み
た
の

（
鯉
）

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
保
明
親
王
の
天
折
を
直
接
の
契
機
と
し
て
道
真
の
怨
霊
が
強
く

意
識
さ
れ
た
年
に
、
あ
た
か
も
法
性
寺
が
草
創
を
み
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
偶

然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
五
大
堂
を
重
視
し
た
寺
院
と
し
て
発
足
す
べ
き
積
極
的

な
理
由
は
、
そ
の
意
識
に
こ
そ
根
ざ
し
た
も
の
と
承
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
保
明
親
王
の
母
は
藤
原
穏
子
で
あ
り
、
彼
女
は
時
平
・
忠

平
兄
弟
に
と
っ
て
は
妹
に
あ
た
る
。
そ
し
て
忠
平
の
女
が
保
明
親
王
の
妻
に
な

っ
て
い
た
。
忠
平
に
と
っ
て
も
道
真
の
怨
霊
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
保
明
親
王

が
「
法
性
寺
後
山
」
に
埋
葬
さ
れ
た
の
も
こ
れ
ま
た
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。さ

ら
に
菅
公
の
怨
霊
の
登
場
と
な
れ
ば
、
後
世
の
北
野
天
神
縁
起
の
中
に
尊

意
贈
僧
正
が
二
度
に
わ
た
っ
て
登
場
し
（
い
わ
ゆ
る
「
柘
榴
天
神
の
段
」
と

「
賀
茂
川
洪
水
の
段
」
）
、
し
か
も
両
段
と
も
尊
意
の
法
験
が
菅
公
の
怨
霊
に

た
ち
ま
さ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
従
来
、
右
の
二
説
話

が
北
野
天
神
縁
起
の
諸
段
の
中
で
は
〃
爽
雑
的
要
素
″
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の

に
対
し
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
尊
意
の
立
場
に
こ
そ
菅
公
怨
霊
説
話
形
成
に
果

た
し
た
尊
意
そ
の
人
の
役
割
を
解
明
す
る
鍵
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
南
里
み
ち

（
妬
）

子
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
忠

平
の
法
性
寺
造
営
に
あ
た
っ
て
、
尊
意
が
一
種
の
プ
レ
ー
ン
的
存
在
で
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
際
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
も
と
よ
り
忠
平
と
尊
意
と
の
密
接
な
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
た
び
た
び

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
小
稿
で
は
法
性
寺
の
造
営
を
媒
介
と
し

た
両
者
の
関
係
を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

こ
う
し
て
再
び
五
大
堂
の
問
題
に
も
ど
る
な
ら
ば
、
上
来
繧
繧
述
べ
て
き
た

よ
う
な
五
大
堂
の
機
能
か
ら
推
し
て
、
右
の
諸
点
を
も
勘
案
し
て
ふ
る
と
き
、

忠
平
の
造
営
し
た
五
大
堂
に
も
恐
ら
く
同
様
な
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
ほ
ぼ
確
実
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
五
大
堂
は
Ｉ
少
な
く
と
も
摂
関

家
藤
原
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
に
お
け
る
そ
れ
は
１
１
、
忠
平
以
来
伝
統
的
に
怨
霊

調
伏
の
機
能
を
に
な
っ
て
お
り
、
同
時
に
こ
の
機
能
と
相
即
す
る
形
で
、
こ
の

建
物
で
の
修
法
を
通
じ
て
延
命
の
利
盛
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
延

命
は
そ
の
ま
ま
賀
算
に
直
結
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
さ
に
怨
霊
調
伏
と
延

命
と
は
五
大
堂
を
媒
介
に
し
て
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

、
、
、

そ
し
て
そ
れ
は
、
五
大
堂
（
及
び
そ
こ
で
の
修
五
壇
法
）
の
一
般
的
性
格
か
ら

、
、
、

言
え
ば
、
摂
関
家
藤
原
氏
ゆ
か
り
の
そ
れ
に
共
通
す
る
特
殊
な
性
格
と
も
言
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
、
五
大
明
王
を
本
尊
と
す
る
五
大
堂
は
、
密
教
の
本
格
的
な
流
伝

以
来
日
本
で
も
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
五
大

明
王
じ
た
い
は
早
く
東
寺
に
そ
の
造
像
を
承
（
た
だ
し
独
立
し
た
五
大
堂
は
な

し
）
、
嵯
峨
の
大
覚
寺
に
も
弘
法
大
師
空
海
ゆ
か
り
と
伝
え
る
五
大
堂
（
五
覚

院
）
が
あ
っ
た
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
一
）
。
同
じ
く
神
護
寺
に
は
淳
和
天
皇
御

願
と
い
う
五
大
堂
が
あ
っ
た
し
（
嘉
禄
二
年
『
神
護
寺
供
養
願
文
』
、
『
神
護
寺

略
記
』
、
『
神
護
寺
承
平
実
録
帳
』
な
ど
）
、
さ
ら
に
醍
醐
寺
の
五
大
堂
も
醍
醐

天
皇
御
願
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
『
醍
醐
雑
事
記
』
）
。
こ
う
し
た
造
営

状
況
か
ら
す
れ
ば
、
本
格
的
な
密
教
寺
院
で
は
な
く
、
一
私
寺
（
な
い
し
一
氏

寺
）
と
し
て
発
足
し
た
法
性
寺
に
、
五
大
堂
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
は
決

し
て
小
さ
く
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
藤
原
氏
氏
寺
と
い
え
ば
、
こ
の

際
、
南
都
の
興
福
寺
に
も
天
暦
年
中
（
九
四
七
’
五
七
）
に
藤
原
師
輔
に
よ
っ

て
五
大
堂
（
五
大
院
）
が
建
立
さ
れ
て
お
り
（
『
興
福
寺
流
記
』
）
、
別
史
料
で

一
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、
、
、

は
こ
れ
が
朱
雀
院
御
願
と
さ
れ
て
い
る
（
『
南
都
七
大
寺
巡
礼
記
』
）
こ
と
も

想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

白
藤
原
忠
平
・
朱
雀
天
皇
と
〃
延
命
″

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
点
か
ら
承
れ
ば
、
保
明
親
王
天
折
を
機
に

改
め
ら
れ
た
新
年
号
が
「
延
長
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
考
え
て
み
れ
ば
ま
こ
と

に
象
徴
的
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
法
性
寺
創
建
者
の
忠
平
、
ま
た
同
寺
に
関

わ
り
深
い
朱
雀
天
皇
に
は
、
怨
霊
や
〃
延
命
″
に
か
か
わ
る
仏
事
が
、
法
性
寺

と
い
う
場
以
外
に
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
、
併
せ
て
見
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
忠
平
の
場
合
は
左
記
の
ご
と
く
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
『
貞
信
公
記
』
）
。

、
、

①
延
長
三
年
（
九
二
五
）
三
月
五
日
、
天
変
を
接
わ
ん
が
た
め
、
尊
意
の
私

、
、
、
、
、

堂
に
お
い
て
修
善
を
始
め
る
。
ま
た
一
方
延
命
菩
薩
像
を
描
き
始
め
、
あ

、
、
、

わ
せ
て
法
性
寺
に
お
い
て
仁
王
経
の
読
経
を
始
め
る
。

、
、

、
、
、

②
同
年
三
月
十
日
、
「
為
舎
怨
霊
」
に
写
し
た
四
巻
仏
名
経
等
を
講
読
せ
し

（
妬
）

め
る
。

、
、
、

③
同
年
三
月
十
七
日
、
延
命
供
。

、
、
、
、

④
同
年
九
月
二
日
、
延
命
菩
薩
造
像
等
を
立
願
す
る
。

、
、

⑤
延
長
四
年
（
九
二
六
）
八
月
二
十
六
日
、
「
依
告
為
成
崇
霊
」
に
、
五
寺

に
調
経
せ
し
め
る
。

以
上
の
五
点
、
い
ず
れ
も
延
長
三
’
四
年
に
集
中
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
に
あ

た
か
も
法
性
寺
五
大
尊
の
造
立
が
進
ん
で
い
た
こ
と
は
、
や
は
り
示
唆
的
で
あ

ブ
（
》
。

次
に
忠
平
と
も
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
朱
雀
天
皇
（
上
皇
）
の
場
合
は
ど
う

三
藤
原
忠
平
と
道
真
の
怨
霊

上
来
ゑ
て
き
た
よ
う
に
、
朱
雀
天
皇
（
上
皇
）
の
時
代
は
、
藤
原
忠
平
が
摂

政
な
い
し
関
白
と
し
て
実
質
的
に
政
権
を
把
握
し
、
か
つ
宗
教
界
で
は
件
の
尊

意
が
深
く
結
び
つ
い
て
そ
の
政
権
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
実
態
こ
そ
不
明
な
も
の
の
、
承

平
年
中
に
は
朱
雀
天
皇
御
願
の
堂
宇
が
寺
域
に
建
立
さ
れ
て
、
法
性
寺
は
御
願

寺
に
な
っ
た
こ
と
は
『
九
暦
』
が
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
天
暦
二
年

（
九
四
八
）
四
月
二
十
三
日
に
は
法
性
寺
御
幸
も
あ
っ
た
（
『
日
本
紀
略
』
）
。

こ
の
よ
う
に
法
性
寺
と
関
係
深
い
朱
雀
院
に
も
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
史
実

が
一
方
で
知
ら
れ
る
（
い
ず
れ
も
『
山
門
堂
舎
記
』
、
『
叡
岳
要
記
』
上
）
。

、
、

、
、
、
、
、
、

⑥
承
平
六
年
（
九
三
六
）
、
尊
意
を
し
て
比
叡
山
に
延
命
院
（
延
命
像
、
梵

天
帝
釈
四
天
王
像
各
一
体
安
置
）
を
造
作
せ
し
め
る
。
天
慶
元
年
（
九
三

八
）
完
成
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

⑦
天
慶
年
中
（
九
三
八
’
四
七
）
、
比
叡
山
に
新
延
命
院
（
普
賢
延
命
菩
薩

像
、
梵
天
帝
釈
四
天
王
像
安
置
）
を
建
て
る
。

そ
し
て
、
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
三
月
十
七
日
に
太
皇
太
后
穏
子
（
保
明
親

王
、
ま
た
朱
雀
院
の
母
）
が
朱
雀
院
柏
梁
殿
に
修
し
た
法
華
八
講
会
の
願
文

（
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
三
所
載
）
の
う
ち
に
も
、
「
天
台
山
」
及
び
「
法
性
寺
」

に
お
け
る
多
数
の
造
仏
が
述
べ
ら
れ
た
上
で
、
八
講
会
開
催
の
主
旨
と
し
て

、
、
、
、

、
、

（
”
）

「
天
神
地
祇
、
増
二
威
光
一
以
随
喜
、
冤
霊
邪
鬼
、
鎗
二
怨
気
一
以
帰
レ
真
」
と
開

陳
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
参
看
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
忠
平
及
び
朱
雀
院
に

は
強
く
怨
霊
な
ら
び
に
〃
延
命
″
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
知
り
う

る
こ
と
は
小
稿
の
主
旨
か
ら
も
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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こ
れ
ら
三
位
一
体
と
も
言
う
べ
き
関
係
の
中
心
に
法
性
寺
が
位
置
し
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

摂
関
家
藤
原
氏
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
基
礎
は
忠
平
の
時
代
に
ゆ
る
ぎ

な
い
も
の
と
な
っ
た
が
へ
そ
の
一
方
、
忠
平
ら
は
様
々
の
出
来
事
を
通
し
て
、

道
真
の
怨
霊
の
幻
影
を
感
じ
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
私
に
は
忠
平
ら
が
怨

霊
思
想
を
た
く
み
に
利
用
し
て
政
権
確
立
に
つ
と
め
た
、
と
い
う
見
方
に
は
必

ら
ず
し
も
賛
成
し
え
な
い
が
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も
結
果
に
お
い
て
は
、
忠

平
ら
は
怨
霊
に
お
び
え
つ
つ
も
、
そ
れ
を
乗
り
き
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は

確
言
で
き
よ
う
。
忠
平
の
賀
算
が
五
十
歳
、
六
十
歳
、
七
十
歳
と
次
々
に
法
性

寺
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
そ
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
た
び
ご
と
に
法
性

寺
（
こ
と
に
五
大
堂
）
の
威
力
が
忠
平
の
心
中
に
強
く
銘
記
さ
れ
て
い
っ
た
に

違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
道
真
の
怨
霊
を
強
く
意
識
さ
せ
た
も
う
一

つ
の
事
件
、
す
な
わ
ち
延
長
八
年
（
九
三
○
）
六
月
二
十
六
日
の
清
凉
殿
落
雷

の
際
に
、
忠
平
じ
し
ん
は
現
場
に
居
合
わ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
事
で
あ
っ

た
こ
と
の
意
味
は
ま
こ
と
に
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
私
達
に

は
、
そ
れ
は
偶
然
の
作
用
と
し
か
思
わ
れ
な
い
が
、
忠
平
じ
し
ん
は
後
年
に
そ

の
出
来
事
を
ふ
り
か
え
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。

貞
信
公
語
云
、
延
長
八
年
六
月
廿
六
日
、
毒
震
清
凉
殿
之
時
、
侍
臣
失

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

色
。
吾
心
中
帰
依
三
宝
、
殊
無
所
催
。
大
納
言
清
貫
、
右
中
弁
希
世
、
尋

（
犯
）

常
不
敬
仏
法
。
此
両
人
已
当
其
妖
。

忠
平
の
「
心
中
帰
依
三
宝
」
の
具
体
的
な
内
容
を
正
雄
に
把
握
す
る
こ
と
は
、

も
は
や
困
難
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
所
論
よ
り
み
て
、
私
は
法
性
寺
（
こ
と

に
五
大
堂
）
へ
の
帰
依
こ
そ
、
そ
の
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
た
と
判
断
し
て

大
過
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

や
や
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
『
天
満
宮
託
宣
記
』
中
の
正
暦
三
年
（
九
九
二
）

十
二
月
四
日
の
託
宣
の
う
ち
に
も
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
一
節
が
あ
る
。

我
か
西
行
乃
時
鯛
、
故
貞
信
公
ハ
右
大
弁
爾
天
、
深
ク
我
か
遠
行
を
歎
天
、
更
爾

兄
乃
大
臣
乃
謀
計
鯛
不
同
木
、
逓
爾
消
息
状
ヲ
通
天
、
専
無
隔
心
木
、
彼
卿
と

（
”
）

我
と
遂
患
葱
を
結
上
木
・
彼
家
乃
子
孫
〈
、
摂
政
不
断
天
、
多
久
朝
家
爾
満
た
り
。

数
あ
る
託
宣
の
中
で
、
こ
の
度
の
そ
れ
は
天
神
道
真
と
忠
平
と
の
関
係
が
初
め

て
述
べ
ら
れ
、
し
か
も
天
神
が
忠
平
の
子
孫
で
あ
る
当
時
の
摂
関
家
を
守
護
し

（
鋤
）

て
い
る
こ
と
を
初
め
て
表
明
し
た
も
の
と
し
て
も
画
期
的
で
あ
る
が
、
私
に
言

わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
忠
平
が
道
真
の
怨
霊
を
は
じ
め
か
ら
恐
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
恐
れ
つ
つ
も
（
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も

意
識
し
つ
つ
も
）
、
結
果
的
に
は
長
寿
を
保
っ
て
、
こ
れ
を
克
服
し
え
た
こ
と

の
後
世
的
表
現
で
あ
っ
た
。
あ
え
て
い
う
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
天
神
道
真
を
め
ぐ

る
〃
新
た
な
る
神
話
″
だ
っ
た
と
承
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
い
わ
ゆ
る
倒
叙
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
た
め
も
あ
っ
て
、
き
わ
め
て

晦
渋
、
か
つ
錯
綜
し
た
叙
述
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
実
は
、
小
稿
の
大
半
を

書
き
上
げ
た
こ
ろ
に
、
た
ま
た
ま
ひ
も
と
い
た
宮
井
義
雄
氏
の
御
高
著
『
神
祇

（
釦
）

信
仰
の
展
開
と
日
本
浄
土
教
の
基
調
』
第
二
巻
（
昭
和
五
十
三
年
）
の
中
に
、

私
が
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
事
柄
と
同
じ
趣
旨
が
簡
潔
な
が
ら
す
で
に
記
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
箇
所
を
一
読
し
て
、
私

は
半
ば
は
落
胆
し
、
半
ば
は
意
を
強
く
し
た
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
気
持
で
あ

る
が
、
宮
井
氏
の
そ
の
記
述
は
必
ら
ず
し
も
論
証
が
充
分
で
は
な
く
、
前
後
の

記
述
な
ど
か
ら
み
て
も
、
や
や
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
気
も
し
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
小
稿
は
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
内
容
な
が
ら
、
一
歩
な
り
と
も
そ
の

一
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論
証
を
進
め
え
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
し
、
か
つ
は
、
若
干
宮
井
氏
と
は
異

な
る
論
点
も
な
い
で
は
な
い
と
思
い
、
あ
え
て
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

し
た
が
、
末
尾
な
が
ら
宮
井
氏
の
御
所
論
を
次
に
抜
粋
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ

れ
を
も
っ
て
小
稿
の
し
め
く
く
り
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
次
第
で

あ
る
。

五
大
堂
は
怨
霊
に
対
処
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
。
五
大
堂
の
中
心
は

不
動
明
王
で
あ
る
。
道
長
の
法
成
寺
金
堂
供
養
願
文
に
、
法
成
寺
五
大
堂

の
建
立
を
「
家
門
に
怨
を
成
す
怨
霊
を
降
さ
ん
が
為
」
と
の
べ
て
い
る
。

法
性
寺
の
五
大
堂
も
お
な
じ
目
的
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

忠
平
の
栄
華
は
承
和
の
変
に
よ
る
橘
氏
の
排
斥
、
時
平
一
味
の
策
謀
に
よ

る
道
真
の
配
流
な
ど
の
犠
牲
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
と

に
道
真
の
怨
霊
に
対
す
る
恐
怖
は
大
き
か
っ
た
。
（
中
略
）
忠
平
は
道
真

配
流
の
詔
書
を
廃
棄
し
て
本
官
右
大
臣
に
復
し
、
つ
い
で
左
大
臣
を
追
贈

す
る
処
置
を
と
っ
た
。
貞
信
公
記
抄
に
は
、
法
性
寺
に
五
大
尊
を
造
立
せ

る
延
長
三
年
（
九
二
五
）
三
月
の
条
に
、
「
（
中
略
）
」
同
四
年
（
九
二
六
）

八
月
の
条
に
、
「
（
中
略
）
」
と
怨
霊
を
お
そ
れ
る
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。

忠
平
の
栄
華
は
五
大
堂
を
必
要
と
し
た
。
貞
信
公
記
抄
・
御
堂
関
白
記
・

小
右
記
な
ど
に
は
物
忌
の
記
事
が
多
く
、
物
怪
を
お
そ
れ
た
こ
と
は
良
房

以
来
の
顕
著
な
傾
向
と
し
て
特
筆
に
値
す
る
。
藤
原
氏
の
氏
人
は
怨
霊
を

折
伏
す
る
仏
と
し
て
五
大
明
王
を
信
仰
し
、
五
大
堂
を
建
立
し
て
怨
霊
の

恐
怖
に
対
処
し
た
。

注

（
１
）
主
な
も
の
は
以
下
の
通
り
。
肥
後
和
男
「
法
成
寺
」
へ
同
著
『
日
本

文
化
』
所
収
、
初
出
は
昭
和
六
年
）
、
家
永
三
郎
「
法
成
寺
の
創
建
」

（
同
著
『
上
代
仏
教
思
想
史
研
究
ｌ
新
訂
版
ｌ
』
所
収
、
初
出
は
昭
和

十
五
年
）
、
鵜
飼
峯
生
「
法
成
寺
抄
」
（
『
史
迩
と
美
術
』
第
一
三
七
号
、

昭
和
二
十
七
年
）
、
村
山
修
一
著
『
平
安
京
』
（
昭
和
三
十
二
年
）
、
逵

日
出
典
「
法
成
寺
伽
藍
と
そ
の
性
格
」
（
『
文
化
史
研
究
』
第
八
号
、

昭
和
三
十
三
年
）
、
同
「
平
安
朝
貴
族
の
信
仰
形
態
ｌ
藤
原
道
長
の
場

合
Ｉ
」
（
同
著
『
長
谷
寺
史
の
研
究
』
所
収
、
初
出
は
昭
和
四
十
五

年
）
、
杉
山
信
三
著
『
藤
原
氏
の
氏
寺
と
そ
の
院
家
』
（
昭
和
四
十
五

年
）
、
藤
本
佳
男
「
摂
関
貴
族
と
浄
士
教
ｌ
藤
原
道
長
に
お
け
る
宗
教

的
主
体
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
二
葉
憲
香
編
『
国
家
と
仏
教
』
所

収
、
昭
和
五
十
四
年
）
。

（
２
）
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第
二
巻
、
『
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻
の
「
五

大
堂
」
に
よ
る
。

（
３
）
『
諸
寺
供
養
類
記
』
所
載
藤
原
広
業
作
「
願
文
」
。
『
大
日
本
史
料
』

第
二
編
之
十
七
、
治
安
元
年
七
月
十
五
日
条
に
よ
る
。

（
４
）
巻
十
八
、
た
ま
の
う
て
な
。
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
５
）
注
（
３
）
の
「
願
文
」
・
ま
た
群
書
類
従
所
収
『
法
成
寺
金
堂
供
養

記
』
、
『
扶
桑
略
記
』
治
安
二
年
七
月
十
四
日
条
参
照
。
た
だ
し
『
扶
桑

略
記
』
一
本
に
は
「
怨
霊
」
が
「
死
霊
」
と
あ
る
（
新
訂
増
補
国
史
大

系
に
よ
る
）
。

（
６
）
速
水
侑
著
『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
（
昭
和
五
十
年
）
第
一
章
第

三
節
参
照
。

（
７
）
『
長
秋
記
』
保
延
元
年
正
月
十
四
日
条
。
増
補
史
料
大
成
本
に
よ

る
。
な
お
速
水
侑
、
前
掲
書
参
照
。

三
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（
８
）
『
扶
桑
略
記
』
承
暦
元
年
十
二
月
十
八
日
条
。
ま
た
『
諸
寺
供
養
類

記
』
。

（
９
）
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
閏
四
月
二
十
日
条
。
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。

（
岨
）
『
密
教
大
辞
典
』
及
び
『
密
教
辞
典
』
の
「
五
壇
法
」
の
項
。

（
Ⅱ
）
以
下
、
法
性
寺
に
つ
い
て
は
西
田
直
二
郎
「
藤
原
忠
平
の
法
性
寺
及

び
道
長
の
五
大
堂
」
（
同
著
『
京
都
史
蹟
の
研
究
』
所
収
、
初
出
は
昭

和
三
年
）
、
杉
山
信
三
、
前
掲
書
、
福
山
敏
男
「
法
性
寺
の
位
置
に
つ

い
て
」
（
同
著
『
寺
院
建
築
の
研
究
』
下
巻
所
収
、
初
出
は
昭
和
五
十

年
）
、
及
び
佐
々
木
令
信
「
平
安
時
代
寺
名
索
引
」
（
『
大
谷
大
学
研
究

年
報
』
第
三
八
集
、
昭
和
六
十
一
年
）
に
多
大
の
恩
恵
を
蒙
っ
た
。
以

下
の
行
論
で
は
、
一
々
の
参
照
箇
所
は
必
ら
ず
し
も
記
さ
な
い
が
、
こ

の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
廻
）
五
大
堂
の
明
記
こ
そ
な
い
も
の
の
、
病
気
に
よ
る
法
性
寺
参
詣
の
例

は
、
他
に
長
和
元
年
六
月
十
日
、
寛
仁
三
年
正
月
十
日
が
あ
る
。

（
Ｂ
）
『
左
経
記
』
寛
仁
四
年
八
月
六
日
条
。
増
補
史
料
大
成
に
よ
る
。

（
Ｍ
）
拙
稿
「
日
本
古
代
六
道
絵
史
論
序
説
」
（
『
文
化
学
年
報
』
第
二
七

輯
、
昭
和
五
十
三
年
）
。

（
脂
）
宮
田
裕
行
編
『
校
本
「
中
外
抄
」
・
「
冨
家
語
」
と
そ
の
研
究
』
（
昭

和
五
十
七
年
）
に
よ
る
。

（
焔
）
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。

（
Ⅳ
）
『
御
堂
関
白
記
』
・
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。

（
肥
）
『
権
記
』
同
日
条
。
増
補
史
料
大
成
に
よ
る
。

（
畑
）
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。

（
別
）
『
史
料
』
第
一
編
之
五
に
よ
る
。

（
別
）
史
料
纂
集
『
吏
部
王
記
』
参
照
。

（
助
）
な
お
政
治
史
上
の
忠
平
政
権
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
黒
板
伸
夫

「
藤
原
忠
平
政
権
に
対
す
る
一
考
察
」
（
古
代
学
協
会
編
『
延
喜
天
暦
時

代
の
研
究
』
所
収
、
昭
和
四
十
四
年
）
、
橋
本
義
彦
「
貴
族
政
権
の
政
治

構
造
」
（
同
著
『
平
安
貴
族
』
所
収
、
初
出
は
昭
和
五
十
一
年
）
、
佐
藤

宗
諄
「
藤
原
忠
平
政
権
の
形
成
ｌ
延
喜
十
四
年
新
制
を
中
心
に
Ｉ
」
（
同

著
『
平
安
前
期
政
治
史
序
説
』
所
収
、
昭
和
五
十
二
年
）
な
ど
参
照
。

（
羽
）
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
二
九
。
大
正
新
修
大
蔵
経
図
像
部
に
よ
る
。

（
別
）
笠
井
昌
昭
著
『
天
神
縁
起
の
歴
史
』
（
昭
和
四
十
八
年
）
第
二
章
参

照
。

（
筋
）
南
里
ゑ
ち
子
「
菅
公
怨
霊
説
話
成
立
の
背
景
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』

第
六
二
巻
第
七
号
、
昭
和
六
十
年
）
。

（
恥
）
ち
な
み
に
、
こ
の
怨
霊
と
仏
名
経
と
の
関
係
は
、
そ
の
末
尾
近
く
に

忠
平
や
朱
雀
院
の
名
が
登
場
す
る
『
道
賢
上
人
冥
途
記
』
の
内
容
に
も

通
う
も
の
が
あ
り
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

（
”
）
国
書
刊
行
会
本
『
正
続
本
朝
文
粋
』
に
よ
る
。
傍
点
は
竹
居
。

（
肥
）
『
九
条
右
丞
相
遣
誠
』
。
日
本
思
想
大
系
に
よ
る
。
傍
点
は
竹
居
。

（
羽
）
『
史
料
』
第
二
編
之
一
に
よ
る
。

（
鋤
）
並
木
和
子
「
摂
関
家
と
天
神
信
仰
」
（
『
中
央
史
学
』
第
五
号
、
昭
和

五
十
七
年
）
。

（
別
）
同
書
第
二
篇
第
三
章
の
三
。
な
お
宮
井
氏
は
、
法
性
寺
の
伽
藍
に
関

し
て
は
東
堂
と
五
大
堂
と
を
別
の
も
の
と
し
、
か
つ
東
堂
を
（
他
の
寺

院
の
例
か
ら
推
し
て
）
薬
師
堂
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。

（
同
志
社
大
学
・
助
教
授
）

三
五


